
≪生産緑地買取・活用支援事業の流れ≫
土地所有者 区市 財団 東京都

買取り申出 買取り申出の受理

買取りの事前相談等

事前調整

買取りの検討

本事業活用の検討
〔事業活用予定の情報提供〕

（買い取りをしない場合には、その旨の情報提供）買取りの通知の受理

買取検討情報の把握

〔買取り申出の情報提供〕

一
月
以
内

（
法§

12
）

価格協議

（財産価格審査会）

土地開発公社

による購入

買取りの通知

三
月
以
内
（
法§

14
）※

※ 買取申出から三月以内に

所有権移転がされない場合は

生緑法§７～§９の適用を

受けなくなり、行為制限が

解除される。

区市による

購入

（補正）予算案議決等

区市による買戻し

公社あり 公社なし

補助金交付申請

（実施計画添付）

買取・活用審査会による審査

東京都への協議

補助金交付決定

各四半期終了月の翌月15日まで

遂行状況報告書

審査会への出席

遂行状況報告書の収受

実績報告書 実績報告書の内容審査・

現地調査（書類・事業地）

補助金交付請求書※ 補助金の交付（支払）

事業完了翌年から５年間、毎年５月末まで

事業実績報告書

（２部提出）

事業実績報告書の収受・現地確認

（１部財団、１部東京都）

現地調査

遂行状況報告書 遂行状況報告書の収受
〔情報共有〕

実績報告書 実績報告書の内容審査・

現地調査（書類・事業地）

額の確定通知

補助金交付請求書 補助金の交付（支払）

事業完了翌年から５年間、毎年５月末まで

事業実績報告書

（２部提出）

事業実績報告書の収受・現地確認

（１部財団、１部東京都）

各四半期終了月の翌月15日まで

・区市内予算要求

・区市内調整作業

・地権者・地域住民との

合意形成

買取り申出状況の把握

〔買取りの通知の情報提供〕

買取りの通知状況の把握

事前調整（交付申請書・実施計画に係る相談等）

事前調整（交付申請書・実施計画に係る相談等）

（必要に応じて）

（補正）予算案議決等

本事業に必要な作業の提示

（必要に応じて）

承認

補助金交付申請

（実施計画添付）

買取・活用審査会による審査

東京都への協議

補助金交付決定

審査会への出席

現地調査
（必要に応じて）

（必要に応じて）

承認

額の確定通知

生産緑地法・制度関係 区市内調整等 買取り申出前調整（区市←→財団・都） 補助金交付関係（区市←→財団）

〔情報共有〕

〔情報共有〕

〔情報共有〕

区市要望調査の実施

〔毎年度実施予定〕
要望調査への回答

（必要に応じて）

買取支援のみで

交付決定を

受けた場合

補助金交付申請

（実施計画添付）

買取・活用審査会による審査

東京都への協議

補助金交付決定

審査会への出席

現地調査
（運営支援は審査会なし）

（必要に応じて）

承認

【活用支援及び運営支援の内容に

交付決定時からの変更がある場合 】

変更承認申請

申請内容の審査

変更認定通知

買取・活用審査会

現地調査

（必要に応じて。運営支援はなし。）

（必要に応じて）

〔情報共有〕

活用支援及び運営支援

を新規に交付申請

活用支援及び運営支援に

ついても交付決定済み

補助事業（交付の決定を受けた

全ての事業）完了後

活用支援事業及び運営支援事業の実施

※ 買取支援、活用支援及び

運営支援が同一の交付決定

の対象である場合には、

全てを合わせた額

補助金交付決定前着手届
（運営支援のみ、必要に応じて。）


